
3.1.11　オートマティック・フライト・システム（別添１　参照） 

3.1.11.1　Ａ３００－６００型機のピッチモーメントの制御

Ａ３００－６００型機では、GO AROUNDモード及びLANDモードにおいて、操縦 

士の操作によりエレベータをオーバーライドでき、その場合ＡＰがＴＨＳを、 

操縦士がエレベータをそれぞれ制御できようになっており、２つの異なる意図 

が同時に入力されるシステムになっている。また、これら２つの制御が同時に 

入力されていることを操縦士に知らせるための警報装置は装備されていなかっ 

た。このような設計になっていたことが、本事故における異常なアウト・オブ・ 

トリムの要因の１つとなった。

3.1.11.2　ＡＦＳの動作状況

ＴＨＳの作動状況を確認するために、ＤＦＤＲに記録された速度や姿勢角等の 

データに基づいてＴＨＳの作動を再現するコンピュータ・シミュレーションを行っ 

た。

その結果、ＤＦＤＲに基づいて計算されたＴＨＳの動きとＤＦＤＲに記録され 

たＴＨＳの動きは一致した。

このことから、ＦＡＣ及びＦＣＣは、ＴＨＳの作動に関して正常に機能してい 

たものと認められる。

3.1.11.3　ＡＦＳに関する改修（別添３及び４　参照）

（1）エアバス社では、１９８５年３月１日に発生したＡ３００－６００型機に 

おいて、ＡＰのモードがALT HOLDモードに切り替わったことをきっかけとし 

て生じたアウト・オブ・トリム状態に係るインシデントに対し、同種事象の

再発防止のためのＡＦＳの改修であるMOD.7187を設定し、 １９８８年３月１

８日付けで、ＤＧＡＣの承認を得た。

MOD.7187は、LAND Track（対地高度４００ft以下）及びGO AROUNDモード 

以外のモードでは操縦輪にピッチ方向に１５kg以上の力を加えるとＡＰがディ 

スエンゲージされる機能を付加するものである。

MOD.7187は、その後１９８９年６月１日付けＳＢ A300-22-6009の一部と 

なったが、当該ＳＢにはMOD.7187に関する説明はなされていない。

その後、１９８９年１月９日に発生したヘルシンキ空港におけるＡ３００ 

Ｂ４－２０３ＦＦ型機及び１９９１年２月１１日に発生したモスクワ空港に 

おけるＡ３１０型機において、ＡＰのモードがGO AROUNDモードに切り替わっ 

たことをきっかけとして生じたアウト・オブ・トリム状態に係るインシデン



トが発生したことに対し、エアバス社では再発防止のため１９９３年６月２ 

４日付けでＳＢ　A300-22-6021を発行し、GO AROUNDモードで対地高度４００ 

ft以上において操縦輪にピッチ方向に１５kg以上の力を加えた場合、ＡＰが 

ディスエンゲージされる機能が付加されるＡＦＳの改修を各オペレータに推 

奨することとした。

（2）　上記の各インシデントのきっかけとなった原因は異なるものの、乗員によ 

る操縦輪の操作とＡＦＳの作動が相反することとなり、結果的にＴＨＳがア 

ウト・オブ・トリム状態となり、乗員はそれらに係る状況を正確に認識する 

いとまもなく、急激に変化する機体姿勢に対応しなければならない状況に陥っ 

た類似性が認められる。

このような重大なインシデントが１９８５年３月、１９８９年１月及び１ 

９９１年２月にそれぞれ発生したことに対し、エアバス社は、各インシデン 

トの発生後に各オペレータに対し、それらの概要を報告しているが、技術的 

な背景について体系づけた説明は十分に行っていない。

（3）　(1)で述べたように、エアバス社における具体的なＡＦＳの改修の提示は、 

インシデント発生後３～４年を要しており、これらのインシデントの重要性 

を考えれば時期的に速やかに行われなかったものと考えられる。また、その 

改修に係る実施体制については、3.1.10.3で述べたようにエアバス社のＳＢ 

が１９９３年６月２４日に発行された後、１９９３年９月からＦＣＣの製造 

者において各オペレータからの受け入れが行われる体制が整えられた。

（4）　１９９４年４月２６日、名古屋空港にて事故に至った中華航空公司所属の 

Ａ３００－６２２Ｒ型Ｂ１８１６機においては、MOD.7187は新規製造時に実 

施されていたが、ＳＢ A300-22-6021については実施する計画は有してはい 

たが事故発生時にはまだ実施されていなかった。

名古屋空港での事故では、乗員がゴー・レバーを作動させたことをきっか 

けとしてGO AROUNDモードに入り、その後ＡＰをエンゲージしたため、進入 

を継続しようとした乗員による操縦輪の押し下げ操作とＡＦＳによるＴＨＳ 

の作動が相反することとなり、結果的にＴＨＳが異常なアウト・オブ・トリ 

ム状態に陥ったものであるが、もしＳＢ A300-22-6021による改修が実施さ 

れていれば、ＡＰは操縦輪に機首下げ方向に一定値（１５kg）以上の力を加 

えることによりディスエンゲージされ、かかる状態には至らなかったものと 

考えられる。

しかしながら、当該ＳＢを受領した中華航空公司では、緊急性がないもの



との判断により当該改修はＦＣＣの修理時に実施することとされた。

これについては、各オペレータは、(1)及び(2)に述べたように、３件の重 

大なインシデントの詳細な内容及び技術的背景を体系づけて把握、理解する 

ことが容易でない立場にあることを考えれば、当該ＳＢがMandatoryとして 

ではなく、Recommendedとして発行されたこと、並びに、当該ＳＢの発行さ 

れた理由及び技術的背景についての説明が詳細、かつ、明確に述べられてい 

なかったこと等が大きく影響していたものと考えられる。

（5）　エアバス社製航空機の耐空性管理当局においては、これら３件のインシデ 

ントの重大性を考慮すれば、もっと早い段階で、エアバス社が速やかに同種 

事象の再発防止のための技術改修策を設けるよう働きかけを行うとともに、 

各オペレータが当該技術改修策に係るＳＢを速やかに導入できるよう耐空性 

改善命令としての処置を講ずる必要があったものと考えられる。

また、各インシデントを体系づけて説明した技術情報が各オペレータに対 

して提供されるよう、エアバス社を積極的に指導する必要があったものと考 

えられる。

3.1.11.4　Ａ３００－６００型機のＦＣＯＭ

（1）　MOD.7187に係るＦＣＯＭの改訂 （別添２－２及び２－３　参照）

１９８５年３月１日のＡ３００－６００型機のインシデント後、１９８８

年３月１８日MOD.7187が承認され （１９８９年６月　ＳＢ A300-22-6009化）

LAND Track（対地高度４００ft以下）モードと GO AROUNDモード以外のモー

ドではＡＰのピッチ方向のディスエンゲージ機能が付加されたが、１９８８ 

年６月発行のＦＣＯＭでは「LANDモード」の意味がＦＣＵのLANDモード選択 

後かＦＭＡの「LAND」表示（LAND Trackモード）か明確でない。しかしなが 

ら、１９９３年６月２４日に発行されたＳＢ A300-22-6021による改修（GO 

AROUNDモードで対地４００ft以上における操縦輪の操作によるＡＰのピッチ 

方向のディスエンゲージ機能追加）に伴い改訂されたＦＣＯＭでは、上述の

「LANDモード」の意味は、ＦＭＡの「LAND」表示であるとの記述に変更され、 

明瞭化が図られている。

（2）　CAUTIONの追加（別添２－２及び２－４　参照）

１９８９年１月９日のヘルシンキ空港におけるＡ３００Ｂ４－２０３ＦＦ 

型機のインシデントの後、１９９１年１月にＦＣＯＭ 1.03. 64 P 3/4 及び 

同2.02.03 P 1 が改訂され、LAND及びGO AROUNDモード時にピッチ方向に 

ＡＰをオーバーライドするとアウト・オブ・トリムとなり危険な状態に至る



恐れがある旨のCAUTIONが追加された。

本ＦＣＯＭでは、ＡＰオーバーライドの目的は、ＡＰの異常な作動から操 

縦士を保護するものであるとしている。

一方で、CAUTIONに記述されている内容は、ＡＰが正常に機能している場 

合のオーバーライドを禁止するものである。これらの記述のみからはオーバ 

ーライド行為に対して、推奨と禁止の相矛盾する内容を混同して理解する可 

能性がある。例えば、ＡＰの作動について明確ではないが疑いをもっている 

場合に、オーバーライドするべきか否かについての判断基準が示されないた 

め、適確な対応操作が取り得ないこともあり得る。

したがって、ＡＰオーバーライドの機能について、乗員がより理解を深め 

るためには、システムの技術的説明、あり得る状況の例示、それに対する確 

認、操作手順などを整理して呈示する必要があると考える。

（3）　ＦＣＯＭ 1.03.67 P-8 REV17(A310/A300-600) （別添２－３　参照）

①　ＦＣＯＭに、GO AROUNDモードをディスエンゲージする手順として、次

の趣旨の内容が記述されている。

・　縦方向（ロンジチュジナル）のモード（V/S, ALT, LVL/CH, ALT★, 

PROFILE モード）のどれか一つがエンゲージされるとGO AROUNDモード 

はディスエンゲージし、横方向（ラテラル）のモードであるHDGモード 

がエンゲージされる。

・　横方向（ラテラル）のモード（HDG SEL, VOR CAPTURE or TRACK phase, 

NAV CAPTURE or TRACK phase）のどれか一つがエンゲージされると、GO 

AROUNDモードはディスエンゲージする。

GO AROUND時のロンジチュジナルのモードであるＳＲＳモードが残る。

②　本手順に従い、GO AROUNDモードの状態から、例えばロンジチュジナル 

のモードであるV/Sモードを選択すると、ＦＭＡに表示されたコモン・モ 

ードであるGO AROUNDの表示が消え、Ｖ／ＳとラテラルのモードであるＨ 

ＤＧが表示されることとなるが、実際にはGO AROUNDの機能が完全にディ 

スエンゲージされたことにはならない。

しかしながら、ＦＭＡの表示はあたかもGO AROUNDモードがディスエン 

ゲージされたかのように見える。

完全にGO AROUNDモードをディスエンゲージするには、他のラテラルの 

モード（HDG SEL, V/L, NAVモード）を選択し、ＦＭＡの表示をＨＤＧか 

ら他のラテラルのモードに変更する必要がある。

例えばHDG SELモードを選択するとＦＭＡの表示はＨＤＧからＨＤＧ／ 

Ｓに変わり、この時点で完全にGO AROUNDモードがディスエンゲージされ



たこととなる。

GO AROUNDモードとは、ロンジチュジナルのモードとラテラルのモード 

が組み合わされたコモン・モードであり、各々のモードを変更することに 

より、完全にGO AROUNDモードがディスエンゲージされることとなる。

ＦＣＯＭの記述には、ロンジチュジナルのモードのみを選択した場合、 

GO AROUNDの機能は完全にディスエンゲージされないことが記載されてい 

ないため、モード選択とその表示及び各々の実際の機能についての関係が 

不明瞭であり、理解しにくいものとなっている。

（4）　本事故後に発行されたエアバス社の各オペレータあて通知

１９９４年４月２６日ＣＡＬ１４０便の名古屋事故後、エアバス社は５月

５日付けＦＡＸでＡ３００／３１０及びＡ３００－６００型機の各オペレー 

タに対し、ＡＰがLAND又はGO AROUNDモードにあるときに、操縦士がＡＰに 

抗してエレベータを動かした場合の注意事項を通知した。（別添２－６　参照）

この中で、GO AROUNDモードをディスエンゲージする最善の方法は、ＡＰ 

インスティンクティブ・デスコネクト・プッシュ・ボタンによりＡＰを解除 

するか他のモードを選択することと述べており、また、ＡＰを解除した場合、 

航空機はアウト・オブ・トリム状態が残り、もしトリム・バックしなければ 

危険であると述べている。

この技術情報には基本的なＡＰオーバーライドの機能、アウト・オブ・ト 

リム状態に至る操作の例及びアウト・オブ・トリムに至った場合の処置につ 

いて具体的に説明されている。

このような具体的で分かりやすく記述された注意事項については、すみや 

かにＦＣＯＭ本文に反映される必要があると考える。

3.1.11.5　ＡＰオーバーライド機能

ＡＰ　ＣＭＤ時においては、ＡＰアクチュエータは、ＦＣＣのＣＭＤによりロ 

ール、ピッチ、ヨーの各舵面を操作し、さらにＴＨＳはＦＡＣのＣＭＤにより作 

動する。

オーバーライド機能は、操縦輪又はラダー・ペダルを一定以上の力で操作する 

と、ＡＰアクチュエータはメカニカルに舵面の操作から切り離され、マニュアル 

操作となる。操縦輪又はラダー・ペダルへの入力を無くすとＡＰアクチュエータ 

は再度、舵面の操作に接続される。しかしながら、ＴＨＳについては、その機構 

上オーバーライド中もＡＰがエンゲージされたままとなり、ＡＰに従った作動を 

続ける。

エアバス社はＦＣＯＭ及び同ブリテンにて、オーバーライド機能はＡＰが異常



となった場合、操縦士がＡＰからコントロールを取り戻すための安全機能である 

としている。また、同ブリテンには、フライト・フェーズにおいて機体の反応に 

何らかの異常の疑いを持った場合には、直ちにＡＰをディスエンゲージすること 

と記載している。（別添４及び２－４　参照）

ＡＰ　ＣＭＤ時において乗員が何らかの理由により、ピッチ方向にＡＰをオー 

バーライドしてしまうと、その間にＡＰは、設定されたフライト・パスを維持し 

ようとオート・トリムを働かせ、ＴＨＳを作動させる。乗員がそれに気づかない 

ままＡＰをディスエンゲージした場合、ＴＨＳはアウト・オブ・トリムになった 

ままとなり、もし、トリムを戻さなければアウト・オブ・トリム状態が残り、危 

険な状況になる。（別添２－６　参照）

ＳＢ A300-22-6021により改修された機体においても、対地高度４００ft以下 

において、仮に低高度からＡＰによるGO AROUNDを行った際、乗員が大きなピッ 

チ角を押さえようと、操縦輪を保持する操作を行うと、結果的にＡＰをオーバー 

ライドすることと同じ効果を生じ、ＴＨＳは機首上げ側に作動する。乗員がＴＨ 

Ｓの作動に気付かず、トリムを戻さない場合には、アウト・オブ・トリム状態に 

至り危険な状況に陥る可能性がある。

3.1.11.6　アルファ・フロア機能の作動

アウト・オブ・トリムの状態で進入降下を続け、ピッチ角、迎え角が増加し、 

１４分５７秒、気圧高度約５５０ftを通過中、ＡＯＡがSLATS/FLAPS３０／４０ 

に対する検知角１１．５°を越えたため、アルファ・フロア機能が作動し出力が増 

加した。その直後一旦出力が減じられたが、再びゴー・アラウンド・スラストが 

セットされ、急激なピッチ角の増大を続けることとなった。

今回の場合、ＴＨＳが機首上げ限界の状態にあり、この状態で本来失速を防止 

しフライト・エンベロープを保護するための安全装置であるアルファ・フロア機 

能が作動し、エンジンのスラストが増加してピッチ・アップ・モーメントを発生 

させた。この直後に、スラストが手動で一時的に減少させられたにもかかわらず、 

ピッチ角は約９．５度増加し、約１８°に達した。スラストの自動的な増加とそれ 

に伴うピッチ角の増加は、操縦士による回復操作の選択の幅及び回復操作のため 

の時間的余裕を狭める結果になったものと考えられる。

3.1.11.7　アルファ・トリム機能

１１時１５分１１秒に機長が「GO LEVER」と呼唱した後、同２１秒前後からア 

ルファ・トリム機能が作動した可能性が考えられ、ＴＨＳの作動は同２１秒の－ 

１０．９°の位置からピッチ・トリムのトリップにより同機能が停止したと考えら



れる同２７秒の－７．４°の位置まで連続的に作動している。

ピッチ・トリムがトリップしたのは、速度が低く機体姿勢が不安定となりＡＯ 

Ａの値が正しく計算されない等、一定の条件に達したためと考えられる。

アルファ・トリム機能は、低速度域では高ピッチ角になった場合に機首下げ方 

向にトリムを自動的に作動（最大４°機首下げ）させて、縦方向の安定性を改善 

するためのものである。

3.1.11.8　ＴＨＳの作動の警報・認識機能

Ａ３００－６００型機のＴＨＳの作動を示すものとしては、以下のような装置 

が挙げられる。

①　ビジュアル・トリム・インジケータ：センタペデスタル上にあり、ＴＨＳの 

位置を表示する。

②　トリム・ホイール：センタペデスタルの両側にあり、ＴＨＳの作動につれて 

ホイールが回転する。（当該ホイールには縞模様のマーキングが施されてい 

る。）

③　ＴＨＳモーション・ウォーニング：エレクトリック・ピッチ・トリム・スイッ 

チによってＴＨＳが連続的に作動するときにウーラー音を発する。

①及び②は、パイロットの視野の中に常時あるものではなく、また、積極的に 

ＴＨＳの作動を操縦士に認識させるものではない。しかも本事故の場合は夜間 

であったことから、ＴＨＳの作動認識装置としては、有効に機能し得なかった 

ものと考えられる。

また、本事故の進入時において、ＡＰはＣＭＤにエンゲージされていたため、 

③は作動しなかった。

Ａ３００－６００型機開発時においては、ＴＨＳモーション・ウォーニングと 

して、手動、自動操縦共ＴＨＳが作動した時にはウーラー音が鳴るように設計さ 

れていたが、その後、自動操縦時においては当該ウーラー音は鳴らないように設 

計変更されている。

このことについては、英国航空事故調査当局によれば次のとおりである。

英国ＣＡＡは同型式機の評価時に、オートランド・フレア中は、トリム 

は高い頻度で入力され、ＴＨＳは頻繁に作動するのでオートランド・フレ 

ア中のＴＨＳモーション・ウォーニング（ウーラー音）は減少されるべき 

であるとエアバス社に対して要求した。

これに対し、エアバス社ではＡＰ　ＣＭＤ時のＴＨＳモーション・ウォ 

ーニングは完全に削除することとした。

自動操縦による飛行時においてＴＨＳモーション・ウォーニングが連続的に作



動し続けた場合、乗員は飛行形態が大きく変化しているとの認識、あるいはＡＦ 

Ｓもしくはピッチ・トリムに何らかの異常が発生したものと疑いを持ち、システ 

ムの作動状況を確認するものと考えられる。

Ａ３００－６００型機のＡＰのオーバーライド機能は、操縦輪を操作し続ける 

とアウト・オブ・トリムに至る特性があることから、エアバス社はＡＰ　ＣＭＤ 

時のＴＨＳモーション・ウォーニング（ウーラー音）を残すか、または、削除す 

るのであればＴＨＳモーション・ウォーニングに替わる、直接的かつ積極的に乗 

員にＴＨＳの作動状況を知らせる何らかの警報・認識機能を考慮する必要があっ 

たものと考えられる。

3.1.12　消火救難

3.1.12.1　消火救難体制

空港における消火救難業務については、国際民間航空条約第14付属書「飛行 

場」の「設置すべき防災水準」及びこれを受けた「空港業務マニュアル」（以下 

「ＩＣＡＯ水準」という。）において内容が定められている。ちなみに、これら 

に定められた内容は、安全、正確、能率上望ましいものとして、現状においては 

「推奨方式（Recommended Practice）」とされ、「標準方式(Standard)」とはさ 

れていないが、我が国としては原則として当該ＩＣＡＯ水準に準じて必要な車両 

等の配備と運用を行っていくこととされている。

名古屋空港は、名古屋空港事務所が管理し、国際定期便が発着する空港であり、 

航空自衛隊小牧基地が隣接している。

民間航空機に対する消火救難業務についての所掌は、同空港事務所にある。

事故当時、同空港事務所には緊急時の医療資材が搭載された救急医療搬送車が 

配備されていた。また、化学消防車等の消火救難車両については配備されておら 

ず、同空港事務所は、器材等を逐次配備していくこととしていたが、それまでの 

間は、航空自衛隊小牧基地との間に協定を締結して、同基地に配備されている消 

火救難車両を活用することによって国際民間航空条約第１４付属書「飛行場」で 

推奨されている飛行場のカテゴリー「９」における「設置すべき防災水準」に準 

じたものとして消火救難体制を保持していたものと認められるが、一部同水準で 

規定する放射率の数量に達していない点があつた。

また、併せて、周辺消防機関との協定を締結し、適宜その応援を求めることが 

できる体制がとられていた。

名古屋空港における防災水準は、次のとおりであった。

（1）　飛行場のカテゴリー

飛行場のカテゴリーは、通常使用される最大航空機の全長と胴体幅及び



その発着回数を基準として、「１」から「９」までランク付けされており、 

名古屋空港の場合は、ボーイング式７４７型機が相当回数発着しているこ 

とから飛行場のカテゴリーは「９」とされている。

（2）　消火剤の必要量及び放射率

空港業務マニュアルでは、クリティカル・エリアという概念を用い、事 

故機の胴体付近の火勢を制圧することを狙いとして、航空機の全長を勘案 

して下記の消火剤の必要量及び放射率が算出されている。（別添５　参照）

①　消火剤の必要量

ＩＣＡＯ水準では、消火剤の最低必要量は、泡沫生成用水量２４，３ 

００ｌ、補助消火薬剤４５０kgと定められている。

航空自衛隊小牧基地に配備された消火救難車両６台（化学消防車５台 

及び給水車１台）分を合わせると、泡沫生成用水量については３３，６ 

００ｌ、補助消火薬剤については５５０kgを保有しており、ＩＣＡＯ水 

準を上回っていた。

②　放射率

ＩＣＡＯ水準では、放射率は９，０００ｌ/minとされている。

航空自衛隊小牧基地に配備されていた化学消防車５台の放射率は７， 

５００ｌ/min （１，５００ｌ/min×５台）であり、ＩＣＡＯ水準に達し 

ていなかったものと認められる。

これは、化学消防車１台当たりの放射率が小さかったためである。

航空自衛隊小牧基地に配備されていた化学消防車の放射距離は、約３ 

０ｍであった。

（3）　レスポンスタイム（応答時間）

ＩＣＡＯ水準では、救難及び消防機関に対する最初の通報時間から、救 

難及び消防車両が滑走路端に到着して、活動を開始するまでの時間は３分 

以内を目標とし、かつ、この時間内に９，０００ｌ/minの少なくとも５０ 

％（４，５００ｌ/min）で消火剤を放射し始めることとされ、更に、最初 

に現場に到着した車両に後続する車両は、その後１分以内に現場に到着し 

なければならないこととされている。

本事故の場合、消火救難車両は３分以内で滑走路端まで到着し、また、 

放射率も初期活動においては、先に到着した３台分で４，５００ｌ/minを 

満たしていたので、ＩＣＡＯ水準に適合していた。

（4）　消火救難車両の台数及び要員

消火救難車両は、ＩＣＡＯ水準では最少３台とされている。

航空自衛隊小牧基地に配備されていた消火救難車両は、救難機材を搭載



した化学消防車５台及び給水車１台であり、ＩＣＡＯ水準を上回っていた 

ものと認められる。

また、航空自衛隊小牧基地には一般火災用の普通消防車１台が配備され 

ていた。

要員は、ＩＣＡＯ水準では、直ちに救難及び消防車両に乗ることができ、 

かつ、最大能力をもって装備機材を運用することとされている。

航空自衛隊小牧基地に事故当時勤務していた要員は、６名であった。

3.1.12.2　航空機事故消火救難訓練

航空機事故消火救難訓練については、緊急事態の発生に際して、消火救難活動 

を十分行えるだけの練度を維持し得るよう定期的に行う必要があり、国際民間航 

空条約第１４付属書「飛行場」でも「標準方式（Standard）」としての定めで、 

２年を超えない間隔で全ての消火救難業務に係わる関係機関により、当該訓練を 

実施すべきこととされており、最近では平成５年５月２４日に名古屋空港事務所 

が主催し、航空自衛隊、周辺消防機関、空港警察及び愛知県医師会等の関係機関 

が参加して、航空機事故消火救難訓練が実施されていた。

3.1.12.3　消火救難活動（時刻は日本標準時）

消火救難活動の状況については、次のとおりであった。

（1）　消火救難の対応時間については、消防小隊が２０時１６分ごろ事故発生 

の通報を受け、２０時１７分ごろ先発の化学消防車３台（１０，８００ｌ） 

が出動し、墜落現場に２０時１９分ごろ到着し、直ちに消火救難活動を開 

始した。

しかしながら、後続車両の化学消防車２台、給水車１台の計３台（２２， 

８００ｌ）は、非常呼集により出動した隊員によって運用されて、少し遅 

れて２０時３０分ごろ現場に到着した。

また、出動した先発の化学消防車３台分の放射率については、４，５００ 

ｌ/minであり、後発の２台の化学消防車の分を合わせても７，５００ｌ/min 

に止まっていたものと認められる。

したがって、必要量の消火剤を初動において放射させることができなかっ 

たものと認められる。

（2）　航空自衛隊小牧基地は、救急車２台を２０時１９分及び２３分ごろ、非 

常呼集により出動した隊員により運用されたクレーン車及び軽レッカー車 

等が２０時３０分ごろ現場に到着し救難活動に加わったものと認められる。

（3）　周辺消防機関、警察及び愛知県医師会は、空港事務所の出動要請により、



２０時２７分ごろから、消防車、救急車等が逐次事故現場に到着し、生存 

者の確認、負傷者の応急処置及び病院への搬送等の救難活動が開始された 

ものと認められる。

（4）　財団法人航空保安協会は、事故後、空港第二西門にて周辺消防機関の緊 

急車両の誘導及び関係者以外の侵入防止の警備を行い、２０時３０分ごろ 

救急医療器材の搬送車のエンジンを始動させて舎前待機を開始し、２１時 

１５分ごろ事故現場の周辺消防機関からの要請があり、２１時２２分ごろ 

同搬送車は現場に到着したものと認められる。

事故当時、当該機には、多量の燃料（約２２，０００lbs）が残存してい 

たものと推算され、墜落時の衝撃で機体が破損し、燃料が多量に機体周辺 

に流出し、墜落とほぼ同時に火災が発生し、機体周辺に延焼して、およそ 

７０ｍ四方が火災となった。また、現場には機体の残骸が火災の範囲外に 

も広範囲に散乱し、用水路や擁壁に阻まれ、化学消防車が接近しにくい状 

況であったものと認められる。

ＩＣＡＯ水準は、航空機が滑走路において大きく破壊されることなく擱 

座して発生した火災を念頭において定められたものと考えられるが、本事 

故の場合はその発生が夜間であったこともあり、上述のような状況下にお 

いては、消火救難活動は容易でなかったものと考えられる。



３．２　解析の要約

3.2.1　一般事項

3.2.1.1　運航乗務員は、有効な航空従事者技能証明を有し、有効な航空身体検査 

証明を有していた。

3.2.1.2　同機は、有効な耐空証明を有し、所定の整備及び点検が行われていた。

3.2.1.3　同機は、調査の結果から、本事故発生まで本事故に関連する故障又は不 

具合はなかったものと推定される。

3.2.1.4　事故当時の気象は、本事故に関連はなかったものと推定される。

3.2.2　同機の飛行状況

同機の飛行状況は、次のとおりと推定される。

（1）　副操縦士は、手動操縦により名古屋空港滑走路３４へのＩＬＳ進入中、誤っ 

てゴー・レバーを作動させた。

（2）　このため、ＦＤがGO AROUNDモードになるとともに推力が増加した。副操 

縦士は、操縦輪による機首下げ操作及び推力の増加を抑える操作を行ったが 

十分な操作には至らず、同機はグライド・パスの上方に偏位し水平飛行状態 

になった。

（3）　機長は、副操縦士に対しGO AROUNDモードの解除を指示した可能性が高い。 

しかしながら、GO AROUNDモードからLANDモードへの変更操作は適切にな 

されず、結果的にはGO AROUNDモードは解除されなかった。

（4）　ＡＰがエンゲージされているが、これは機長が自らエンゲージしたか、副 

操縦士が機長の指示によりエンゲージしたか、あるいは、副操縦士が機長に 

断りなく、又は通知することなくエンゲージしたか、いずれかの可能性があ 

る。

（5）　副操縦士は、機長の指示もあって高くなった降下経路を修正しようとして、 

操縦輪の操舵が重い状態にもかかわらず操縦輪の押し下げ操作を継続し、Ｔ 

ＨＳは機首上げ一杯まで変位して、同機は異常なアウト・オブ・トリム状態 

に至った。



（6）　その後ＡＰはディスエンゲージされたが、アウト・オブ・トリム状態が残っ 

た。

（7）　同機は、迎え角が増加してアルファ・フロア機能が作動し、それにより推 

力が増加した。その時点で、ＴＨＳは機首上げ側のアウト・オブ・トリム状 

態であったため、大きなピッチ・アップ・モーメントが発生した。

（8）　機長は、副操縦士からスラストがラッチされたことを告げられ操縦を交替 

したが、操縦を交替した時点ではなお進入を継続する意図があったものと考 

えられ、一旦はスラスト・レバーを引いたが機首上げ傾向が強く、正規の降 

下経路に戻れない状態に至ったため、ゴー・アラウンドを決断したものと考 

えられる。

（9）　同機は、さらに、ゴー・アラウンドに伴う高出力の使用及びフラップ上げ 

操作により、ピッチ角を増加させながら急上昇して速度が減少し、失速状態 

に陥った。

3.2.3　操縦士の操縦操作

（1）　GO AROUNDモードからLANDモードへ変更しようとしていた機長と副操縦士 

の判断及び操作は、当該機のＡＦＳに関する理解に欠ける部分があったこと 

によるものと考えられる。

（2）　機長又は副操縦士がＡＰをエンゲージしたことについては、LANDモードを 

選択する操作とともに、ＡＰの補助を得て正規の降下経路に戻ろうとして行っ 

た可能性が考えられる。

（3）　機長は、ＡＰがエンゲージされていることの認識がなかったか、あるいは、 

ＡＰがエンゲージされていることを認識していたが、Ａ３００－６００Ｒ型 

機のスーパーバイザリー・オーバーライド機能との混同、もしくは過去のＢ 

７４７型機の乗務経験から、同機はマニュアルで連続的にＡＰをオーバーラ 

イドできると思っていた可能性が考えられる。

これについては、ＡＰ　ＣＭＤ時のＴＨＳの作動状況を操縦士に直接的か 

つ積極的に知らせる警報装置がなかったことも影響していたものと考えられ  

る。



（4）　副操縦士は、機長に対し、モードの変更ができない旨、及び操縦輪が重く 

同機が意図するように反応しない旨を、適確に報告していなかった。

また、機長はモード変更等の指摘・指示を行った後、当該指摘・指示が 

確実に実施されたかどうか状況を適確に確認していなかったものと考えられ 

る。

（5）　機長は、進入中副操縦士にＰＦ業務を行わせていたが、副操縦士がゴー・ 

レバーを作動させた以降、自身がＰＮＦ業務、副操縦士がＰＦ業務という業 

務分担をくずしてしまっている。機長は、ＰＩＣとして飛行状況の判断に適 

切さを欠き、操縦の交替の時機が遅れ、適切な措置が講じられなかったもの 

と考えられる。

（6）　機長は、操縦を交替した時点で進入継続を試みていたと考えられるが、ピッ 

チ角の増加を抑えることができないため、ゴー・アラウンドを決断したもの 

と考えられる。

同機のピッチ角の急激な増加と急上昇に対して、この時点でも機長は、Ｔ 

ＨＳの異常なアウト・オブ・トリム状態を把握できていなかったものと思わ 

れることから、ピッチ・トリム・コントロール・スイッチの使用が断続的な 

ものに留まり、異常な高ピッチ角姿勢を抑えることができなかったものと推 

定される。

3.2.4　墜落時の状況と機体の損壊

同機は、失速状態から回復することなく急降下し、大きくロールさせながらほぼ 

水平な姿勢で地面に衝突した。機体は、前方胴体部分、主翼部分、後方胴体部分、 

水平尾翼、垂直尾翼等にそれぞれ破断分離した。

3.2.5　エタノールの調査結果

機長及び副操縦士の遺体からエタノールが検出されたことについては、死後の産 

生による可能性があると考えられる。生前の飲酒の可能性については、その有無を 

特定することができなかった。又、搭載されていた酒類の被さった可能性も考えら 

れるが、それについては確認することはできなかった。

3.2.6　中華航空公司の運航及び訓練並びに技術通報の取り扱い

3.2.6.1　運航



同公司は、台湾の民用航空法規に基づき、航務政策手册（Operations Policy 

Manual）及び空勤業務作業規程（Air Crew Manning and Dispatch Manual）を定 

め、これに基づき航空機を運航していたものと認められる。

当該機長及び副操縦士とも、必要な運航乗務員の資格を有していたと認められ 

る。

当該副操縦士が路線において操縦をし、当該機長が操縦をさせたことについて 

は、操縦士の資格要件並びに航空機の重量、気象及び空港の各要件については、 

各々の基準を満たしていたものと認められるが、機長の飛行状況の判断に適切さ 

を欠き、操縦の交替の時機については、3.2.3(5)に述べたように遅かったものと 

考えられる。

3.2.6.2　訓練

当該機長及び副操縦士は、台湾の民用航空法規に基づき、同公司が設定した訓 

練課程に従い、学科、シミュレータ及び実機による訓練を修了していたものと認 

められる。

しかしながら、高度かつ複雑なＡＦＳを理解するためには、これに関する教育 

訓練は必ずしも十分でなかったものと考えられる。

3.2.6.3　技術通報の取り扱い

同公司は、エアバス・インダストリー社から発行された技術通報ＳＢ A300-22 

-6021を、１９９３年７月２９日に受領したが、当該ＳＢの適用区分がRecommended 

であったことから、緊急性が認められないとの判断により、当該改修はＦＣＣ 

の修理を行う際に合わせて改修することとした。

そのため、同機は本事故時には未改修であった。

3.2.7　オートマティック・フライト・システム（ＡＦＳ）

3.2.7.1　ＡＦＳに関する改修

（1）　本事故発生前に、アウト・オブ・トリム状態に陥るという類似性が認めら 

れるインシデントが１９８５年、１９８９年及び１９９１年に計３件発生し 

ていた。

これらインシデント発生に対しエアバス・インダストリー社は、各オペレ 

ータに対し技術的な背景についての体系的な説明を十分に行っておらず、ま 

た、ＡＦＳの改修対策の提示は遅れたものと考えられる。

また、当該改修に係るＳＢ A300-22-6021は、その適用区分については、

Recommendedとして発行され、最も優先度の高いMandatoryとして発行さ



れなかった。

（2）　エアバス・インダストリー社製航空機の耐空性管理当局は、これら３件の 

インシデントの重大性にも係わらず、(1)のＳＢの実施に係る耐空性改善命 

令を発行する処置を速やかに講じなかったものと考えられる。

3.2.7.2　ＦＣＯＭ

ＦＣＯＭに追加されたCAUTIONの内容、ＡＦＳの改修に伴うＦＣＯＭの改訂 

内容及びGO AROUNDモードのディスエンゲージメントの手順については理解しに  

くい記述である。

また、ＡＰのオーバーライド機能の本来の目的、アウト・オブ・トリム状態の 

検知の方法、具体的な回避操作方法等についての説明が体系的に記述されていな 

い。

さらに、本事故後にエアバス・インダストリー社から各オペレータに通知され 

た技術情報の内、必要かつ重要な事項については、ＦＣＯＭ本文に反映する必要 

があると考えられる。

3.2.7.3　アウト・オブ・トリム状態におけるアルファ・フロア機能の作動

アルファ・フロア機能が異常なアウト・オブ・トリム状態下で作動したため、 

同機は急激にピッチ角を増加させ、以降の急上昇と失速の要因になったものと考 

えられる。

3.2.7.4　ＴＨＳの作動の警報・認識機能

エアバス・インダストリー社は、当初の設計で装備されていたＡＰ　ＣＭＤ時 

におけるＴＨＳのモーション・ウォーニングであるウーラ音を、その後の設計変 

更において削除したが、この時点において当該型式機のＡＦＳの特性を考慮し、 

ＡＰがエンゲージされている状態でＴＨＳが連続して作動し続ける場合に対して 

状況認識及び注意喚起のため当該機能を維持するか、またはＴＨＳがアウト・オ 

ブ・トリム状態になった場合に乗員に警告する何らかの装置の装備について十分 

な検討を行わなかったものと考えられる。

3.2.8　消火救難

名古屋空港においては、国際民間航空条約で推奨されている「設置すべき防災水



準」に対して、一部放射率の数量に達していない点があったが、概ね同水準で規定 

する消火救難体制を保持していたものと認められる。



４　原因

同機は、副操縦士の手動操縦により名古屋空港滑走路３４へＩＬＳ進入中、副操縦 

士が誤ってゴー・レバーを作動させたため、ＦＤ（Flight Director）がゴー・アラ 

ウンド・モードになるとともに推力が増加し、正規の降下経路から上方に変位した。

その後、ゴー・アラウンド・モードが解除されないまま、ＡＰ（Auto Pilot）がエ 

ンゲージされ、その状態で機長の指示の下で副操縦士が操縦輪を押し続けた。このた 

め、ＴＨＳ（水平安定板）が機首上げ方向一杯まで作動し、異常なアウト・オブ・ト 

リム状態となり、当該状況を認識することなく更に進入を継続し、迎角が増大してア 

ルファ・フロア機能が作動し同機のピッチ角が増大した。この時点で、操縦を交替し 

た機長が、着陸困難と判断してゴー・アラウンドを試みたと考えられ、同機は高ピッ 

チ角の姿勢で急上昇し、機長及び副操縦士による回復操作が効果的に行えず、失速し 

て墜落に至った。

航空事故調査委員会は、同機は以下に述べる要因が連鎖し、あるいは複合して事故 

に至ったものと認定した。

１　副操縦士が誤ってゴー・レバーを作動させたこと。

このことについては、当該ゴー・レバーが、スラスト・レバーの通常の操作中 

に誤って作動させ得る可能性のある機構であったことが寄与したものと考えられ 

る。

２　ゴー・アラウンド・モードが解除されていない状態で、ＡＰをエンゲージし進 

入を継続したこと。

３　進入を継続するため、操縦輪の操舵が重い状態であるにもかかわらず、機長の 

指示の下で副操縦士が操縦輪の押し下げ操作を続けたこと。

４　ＴＨＳとエレベータが整合することなく作動し、異常なアウト・オブ・トリム 

状態になったこと。

５　同機に、異常なアウト・オブ・トリム状態への動きを直接的かつ積極的に操縦 

士に知らせる警報・認識機能がなかったこと。

６　機長及び副操縦士の、ＦＤのモード変更及びＡＰのオーバーライド機能に関し



理解に欠ける点があったこと。

このことについては、航空機製造会社作成のＦＣＯＭ（Flight Crew Operating 

Manual）のＡＦＳ（Automatic Flight System）に関する記述が分かりにくいこ 

とが寄与したものと考えられる。

７　機長の進入継続中の飛行状況の判断が適切でなく、操縦の交替の時機が遅れ、 

適切な措置が講じられなかったこと。

８　アルファ・フロア機能が、異常なアウト・オブ・トリム状態と適切に整合する 

ことなく作動し、大きな機首上げモーメントを発生させたため、操縦士のその後 

の回復操作の選択の幅及び回復操作のための時間的余裕を狭めたこと。

９　機長及び副操縦士がそれぞれ、操縦交替後の飛行状況の把握及び異常な飛行状 

態からの回復操作に適切さを欠いたこと。

10　機長及び副操縦士間のクルー・コーディネーションが適切に行われなかったこ 

と。

11　同機に、技術通報ＳＢ A300-22-6021による改修が行われていなかったこと。

12　技術通報ＳＢ A300-22-6021を、航空機製造会社が最も優先度の高いMandatory 

として発行しなかったこと、及び設計、製造国の耐空性管理当局が、速やかに上 

述のＳＢの実施に係る耐空性改善命令を発行する措置を講じなかったこと。



５　参考事項

5.1　事故後に講じられた措置

本事故に関連し、関係各機関、運航会社及び製造会社により講じられた措置等 

は次のとおりである。

5.1.1　台湾民用航空当局

（1）　１９９４年５月３日付けで、中華航空公司に対し早急にＦＣＣについて、エ 

アバス社のSB(A300-22-6021)の内容の改修を実施するよう指示した。

（2）　１９９４年５月７日付けで、中華航空公司に対しＡ３００－６００Ｒ型機の 

操縦者について強化訓練及び再評価するよう指示すると共に、強化訓練及び再 

評価計画について提出するよう指示した。

（3）　１９９４年９月５日付けで、仏国民間航空総局（ＤＧＡＣ）発行のＣＮ(CN 

94-185-165(B))に基づき耐空性改善命令ＡＤ83-A300-155を発行し、自動操縦 

装置ＣＭＤモードの作動中に操縦桿を操作することによって機体が非トリム状 

態となり操縦が困難となる不具合を防止するため、飛行規程の改訂及び２４ヶ 

月以内にＦＣＣを改修するよう指示した。

また、米国連邦航空局（ＦＡＡ）発行の耐空性改善命令ＡＤ(94-21-07)に基 

づき改訂版であるＡＤ83-A300-155Aを発行し、さらに、ＤＧＡＣ　ＣＮ(CN94- 

185-165(B)R1)に基づき、１９９６年２月１５日付けで同ＡＤを改訂した。

5.1.2　中華航空公司

（1）　エアバス社のＳＢ(A300-22-6021)の内容の改修作業を１９９４年９月７日ま 

でに完了した。

（2）　操縦士全員に対し、技能について再チェックを実施した。

なお、Ａ３００－６００Ｒ型機の操縦士については、台湾民用航空当局の担 

当官が立ち合って実施した。

（3）　所有している全機に対し、エンジン、フライト・コントロール・システム及 

びオートパイロット・システムについて、特別点検を実施した。

なお、Ａ３００－６００Ｒ型機に対しては、特別点検（Ａチェック）を実施 

することとし、１９９４年５月３１日までに完了した。

5.1.3　仏国航空事故調査局（ＢＥＡ）、仏国民間航空総局（ＤＧＡＣ）

（1）　ＢＥＡは、１９９４年６月８日、ＤＧＡＣに対して次の勧告を伝えた。

「必要と思われる対策を講じ、LAND及びGO AROUNDモード時に操縦士がオーバ 

ーライドする時、ＡＰを解除できるシステムに改修すべく検討することを勧告



する。この検討から得られた改修はMandatoryとすべきである。」

（2）　ＤＧＡＣは、１９９４年８月１７日（８月２７日発効）付けで、耐空性改善 

命令ＣＮ(CN94-185-165(B))を発行し、自動操縦装置ＣＭＤモードの作動中に 

操縦桿を操作することによって機体が非トリム状態となり操縦が困難となる不 

具合を防止するため、飛行規程を改訂すること及び２４ヶ月以内にＦＣＣを改 

修することを指示した。

また、１９９６年１月３１日付け（２月１０日発効）で、前述ＣＮを改訂 

(CN94-185-165(B)R1)し、飛行規程の改訂その他を指示した。

5.1.4　エアバス・インダストリー社

（1）　１９９４年５月５日付けＦＡＸにて同社は、Ａ３００／Ａ３１０及びＡ３０ 

０－６００型機の各オペレータに対し、ＡＰがLAND又はGO AROUNDモードにあ 

るときに、操縦士がＡＰに抗してエレベータを動かした場合の注意事項を通知 

した。

（2）　１９９４年１２月１３日、ＤＧＡＣのＣＮ(CN94-185-165(B))により、既に 

発行済みの同社のＳＢ(A300-22-6021)の内容のＦＣＣの改修（ＳＢ）の適用を 

RecommendedからMandatoryに改訂した。

5.1.5　運輸省航空局

（1）　事故機と同型式の航空機を使用する日本エアシステム社に対し、平成６（１ 

９９４）年５月１０日、技術部長通達「運用規定に定められた自動操縦システ 

ムの操作手順の徹底等について」を手交し、以下の点について指導を行うとと 

もに、講じた措置について報告を求めた。

①　アプローチ中、オートパイロットの選択モードの確認の励行

②　運用規定に定められているGO AROUND MODEを解除する操作手順の徹底

③　オートパイロットの使用に関し、エアバス式Ａ３００－６００型式機運用 

規定の第５章「PROCEDURES AND TECHNIQUES」第５節「AFS」第１項「GENER- 

AL(5-5-1)」及び第８章「諸系統」第３節「AUTOMATIC FLIGHT」第５項「AU- 

TOPILOT/FIIGHT DIRECTOR」の（４）「AP in CMD」において指示されている 

次のCAUTION事項に対する注意の徹底

ａ　「LANDまたはGo Around Modeにおいて、ＡＰ　ＣＭＤに対抗してManual 

でPitchを動かそうとすると危険な状態になることがある。このPhaseで 

Flight Controlが異常な動きをする場合は

－ＦＭＡ、ＦＣＵでＡＰの状態をCheckする。

－ＡＰがEngageされていればDisconnectし、Manual操作に切り替



える。」

ｂ　「OverrideはAuto TrimのOrderをCancelしない。従って、ＡＰがＣＭ

Ｄになっているとき Pilot がＡＰに抗して Control Wheel を動かすと、 

ＡＰはFlight　Pathを維持するようにＴＨＳを動かす。LANDまたは、Go 

Around ModeではTrimの範囲を超えることがあり、危険である。」

④　アプローチ中、特に自動操縦装置使用中におけるトリム・コントロール・ 

ホイールの作動状況の監視

⑤　既に同社において採用を決めている電波高度４００ft以上でGO AROUNDモ 

ード時に、操縦輪に力を加えた場合ＡＰが解除される機能を付加するＦＣＣ 

の改修（エアバス社のＳＢ(SB A300-22-6021)）の早期実施

（2）　平成６年５月１０日、然るべきルートを通じて、台湾民用航空当局より中華 

航空に対して運航の安全に万全を期すようあらためて指導するよう要請すると 

ともに、上記(1)の措置を講じた旨通知した。

（3）　平成６年５月１２日、日本エアシステム社に対し、同社の使用するエアバス 

Ａ３００Ｂ２Ｋ－３Ｃ型及びＡ３００Ｂ４－２Ｃ型についても類似の特性を有 

する自動操縦システムが装備されていることから、同様に措置するよう指導し 

た。

（4）　平成６年８月２５日付け（８月２７日発効）で、耐空性改善通報ＴＣＤ(TCD 

-4078-94)を発行し、Ａ３００Ｂ４－２２０ＦＦ、Ａ３００Ｂ４－２０３ＦＦ及 

びＡ３００Ｂ２－２０３ＦＦ並びにＡ３１０及びＡ３００－６００系列型機に 

ついて、自動操縦装置ＣＭＤモードの作動中に操縦桿を操作することによって 

機体が非トリム状態となり操縦が困難となる不具合を防止するため、飛行規程 

の改訂及び２４ヶ月以内にＦＣＣについて前述(1)⑤の内容の改修を実施する 

よう指示した。当該ＴＣＤは仏国民間航空総局（ＤＧＡＣ）の耐空性改善命令 

ＣＮ(CN 94-185-165(B))に準拠したものである。

また、平成７年２月２日付け(同日発効)で前述ＴＣＤを改訂(TCD-4078-1-95) 

し、改訂事項の変更を同通報発効後７日を超えないうちに実施するよう指示し 

た。当該改訂は米国連邦航空局（ＦＡＡ）の耐空性改善命令ＡＤ(94-21-07)に 

準拠したものである。

さらに、平成８年３月２８日付け（同日発効）で前述ＴＣＤを改訂(TCD- 

4078-2-96)し、改訂事項を指示した。当該改訂は、ＤＧＡＣの耐空性改善命令 

ＣＮ (CN 94-185-165(B)R1)に準拠したものである。

（5）　名古屋空港においては、平成７・８年度に大型化学消防車（１２，０００ｌ）

１台、平成８・９年度に大型化学消防車（１２，０００ｌ）１台、平成９年度

に化学消防車（４，５００ｌ）１台、さらに平成８年度に給水車（８，０００ｌ）



１台、電源車１台が配備される計画になっている。

5.1.6　米国国家運輸安全委員会（ＮＴＳＢ）、米国連邦航空局（ＦＡＡ）

（1）　ＮＴＳＢは、次の勧告をＦＡＡに対して行った。

①　エアバスＡ３００及びＡ３１０系列機の運航各社に、ＡＰがLANDモード又 

はGO AROUNDモードである場合、ＡＰのＣＭＤに手動で対抗する場合の危険 

性について、早急かつ定期的な訓練を運航乗員に対し実施するよう要求する。

（勧告番号Ａ－９４－１６４）

②　エアバスＡ３００及びＡ３１０系列機のＡＰ系統のロジックについて再調 

査するとともに、操縦士が操縦装置すなわちトリム系統に特定の入力をした 

場合に高度やＡＰのモードにかかわらずＡＰがディスコネクトするように必 

要により改修するよう要求する。（勧告番号Ａ－９４－１６５）

③　エアバスＡ３００及びＡ３１０系列機のＡＰ系統について、ＴＨＳが作動 

している場合にトリムＣＭＤにかかわりなく十分な知覚による警報を発する 

ように改修するよう要求する。（勧告番号Ａ－９４－１６６）

（2）　ＦＡＡは、Ａ３１０及びＡ３００－６００系列型機について、１９９４年１ 

１月２日付け発効のＡＤ(94-21-07)を発行し、発効日から１０日を超えないう 

ちに飛行規程の改訂及び発効日から６０日を超えないうちにＦＣＣについてエ 

アバス社のＳＢ(A300-22-6021)の内容の改修を実施するよう指示した。



６ 安全勧告

航空事故調査委員会は、本事故に鑑み以下のとおり関係当局に勧告する。

１　台湾民用航空当局は、中華航空公司が以下の事項を行うよう検討を行うこと。

（1）　乗員の教育・訓練体制の充実強化

①　アドバンスト・テクノロジー機のデザイン・コンセプトの理解及びオペレ 

ーション・コンセプトの確立

アドバンスト・テクノロジー機の運航にあたっては、航空機製造会社のデ 

ザイン・コンセプトを十分理解した上で、自身のオペレーション・コンセプ 

トを確立することが重要であると考えられるので、各乗員がこれを十分理解 

し、日常運航の中でその運用の一層の定着を図るよう、教育・訓練体制を充 

実強化すること。

②　ＡＦＳに関する教育訓練の充実強化

アドバンスト・テクノロジー機のＡＦＳの機能の理解をより深めるため、 

以下について検討を行うこと。

ａ　日常の運航では通常経験することが少ないモード変更、オート・フライ 

ト時のマニュアル・オーバーライド等の操縦操作に関する教育訓練プログ 

ラムの充実

ｂ　上述のより効果的な実施のため、乗員が日常的に容易にリマインドでき 

るような方策の充実

ｃ　航空機製造会社の発行する重要な運航技術情報の乗員への一層の周知徹 

底

ｄ　Ａ３００－６００Ｒ型機のゴー・レバーを誤って作動させることがない 

よう、また、不注意に作動させた場合に適切な対応がとれるよう、教育・ 

訓練の中での徹底

（2）　最適な業務分担の確立

機長が副操縦士にＰＦ業務を実施させる場合における操縦室内のリソース・ 

マネジメントが最大限効果的に行われるよう、以下について見直しを行うこと。

ａ　機長及び副操縦士の業務分担

ｂ　機長が副操縦士からＰＦ業務を引き継がなければならない状況

ｃ　上述について相互確認するための飛行前のブリーフィングの実施



（3）　クルー・コーディネーションの改善

①　用語の標準化

操縦士が操縦操作等に係る相互の状況認識をより確実に行うため、指示、 

応答、確認、操作等に使用される用語の標準化の徹底を図ること。

②　ＡＦＳのモード変更の確認の方法

アドバンスト・テクノロジー機のＡＦＳのモード変更の操作及びモニタリ 

ングを行う場合の操縦士間の相互確認の方法の改善を図ること。

③　スタンダード・コールアウトの充実

①及び②の確実な実施のため、スタンダード・コールアウトの充実を図る 

こと。

（4）　飛行の標準化の確立

離着陸等飛行の重要なフェーズにおいて、飛行の状況認識及びそれに基づく 

判断を適確に行い、操縦士の個人差が生じない安定した飛行を確保するため、 

高度に対応して確認すべき項目を設定し、飛行の標準化を図ること。

２　仏国耐空性管理当局は、エアバス・インダストリー社が以下の事項を行うよう検 

討を行うこと。

（1）　Ａ３００－６００型機のＡＦＳの機構の改善

①　ＡＰのディスコネクト機能及びオーバーライド機能の改善

飛行高度及びフライト・フェーズにかかわらず、一定以上の力を操縦輪に 

加えた場合、安全に対応できるようなＡＰディスコネクト機能及びマニュア 

ル・オーバーライド機能のあり方について検討を行うこと。

②　アウト・オブ・トリム防止機能の付加

操縦輪でピッチ方向のオーバーライド操作を行った場合に、ＡＰによりＴ 

ＨＳがエレベータの動きと反対方向に動き、異常なアウト・オブ・トリム状 

態になることを防止できる機能の付加について検討を行うこと。

その際、アルファ・フロア機能との関連についても検討を行うこと。

③　ＴＨＳの作動の警報・認識機能の改善

ＡＰのＯＮ、ＯＦＦにかかわらず、ＴＨＳがアウト・オブ・トリム状態に 

なった場合、及び、これに接近した場合、若しくは、一定時間以上連続して



作動した場合に、操縦士に直接的かつ積極的に当該状況を認識させることが 

できる警報・認識機能のあり方について、検討を行うこと。

（2）　Ａ３００－６００型機のＦＣＯＭの記述の改善

Ａ３００－６００型機のＦＣＯＭについては、以下の事項の記述について、 

オペレーション上の観点から改善を図ること。

①　ＡＰのマニュアル・オーバーライド機能

ａ　本機能の目的

ｂ　システムの技術的説明

ｃ　スーパーバイザリー・オーバーライド機能との区別

ｄ　あり得る状況の例示とそれに対応する確認・操作手順

②　ゴー・アラウンド・モードの解除

ａ　ゴー・アラウンド・モードの解除方法

ｂ　他のモードの選択方法

ｃ　ＦＭＡ上の表示の変更と実質的機能の変更の対比

③　アウト・オブ・トリムからの回復操作

ａ　あり得る状況の例示と検知方法

ｂ　ＡＰエンゲージ／ディスエンゲージ別の回復操作手順

（3）　運航者に対する技術情報の積極的提供

事故や重大なインシデントが発生した場合に、速やかに各運航者に対し、そ 

れらに係る技術的背景を体系付けて説明するとともに、再発防止のための技術 

改修の開発、技術通報（ＳＢ）の提示、ＦＣＯＭの改訂等を積極的かつ速やか 

に行うこと。

３　仏国耐空性管理当局は、エアバス・インダストリー社と、以下の事項について検 

討を行うこと。

緊急時、異常時における操縦士の対応を考慮したＡＦＳの検討

航空機のＡＦＳは、多くの条件を考慮に入れて設計されており、その機能は 

複雑なものになっている。したがって、操縦士はＡＦＳの作動状況の把握や、 

モード変更が飛行に及ぼす影響の予測を的確に行うことが困難な場合がある。

また、日常の運用の範囲で使用することの少ない機能については、その使用 

時に的確な対応が取れない可能性もある。特に緊急時・異常時のストレスの高 

い条件下においては人間の思考力が制限されるため、限られた時間内での対応



の困難性は一層増すものと考えられる。これらは通常の教育訓練で対処してゆ 

くにも一定の限界があるものと考えられる。

したがって、緊急時・異常時における操縦士の対応や人間の認知過程を考慮 

したＡＦＳ（機能、モード表示方式、警報・認識機能）のあり方について検討 

を行うこと。



７ 建議

航空事故調査委員会は、本事故に鑑み以下のとおり運輸大臣に建議する。

１　アドバンスト・テクノロジー機のＡＦＳの仕様の標準化について

現在、我が国航空会社で運航に供されているアドバンスト・テクノロジー機のＡ 

ＦＳ機能については、フライト・モードの機能、表示及び操作方法、オート・パイ 

ロットのオーバーライド機能、ディスコネクト機能等のマン・マシーン・インター 

フェイスに係る部分並びにフライト・プロテクション機能において、通常の教育訓 

練では、乗員がその細部についてまで習熟し対応することが容易でない事項がある 

他、各航空機製造会社の間で相違も見られる。

これらの事項は、飛行の安全に直結するものであること、乗員の機種移行のため 

の教育訓練のあり方に大きな影響を及ぼすものであること等を考慮すれば、我が国 

としても、これらの航空機を運航する立場から、上述のＡＦＳ機能に係る事項に関 

し、乗員の教育訓練で対応していく必要があるものと、ＡＦＳの設計上対応してい 

く必要があるものとについての調査研究を行い、仕様の標準化が望まれる事項につ 

いては国際関係機関等を通じ航空機製造国に対する働きかけを行っていく等所要の 

措置を講じること。

２　今後の消火救難体制の充実強化について

全国の飛行場における民間航空機に係る今後の消火救難体制に関し、想定される 

事故の態様に対応し、緊急時の指揮・命令系統の確立、消火救難に必要な設備及び 

器材、関係機関との協力体制、定期訓練等の充実強化について、早急に検討を行う 

とともに所要の措置を講じること。



付図１ 飛行計画経路図



付図２ 推定飛行経路図



付図３ 計器進入方式図

（名古屋ＩＬＳ　ＲＷＹ３４）
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付図９ 事故現場地上痕跡図


